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令和８年度 和水町職員採用試験（令和８年１０月１日採用）要領 

 

一 試験職種及び採用予定人員等 

 

二 受験資格 

１ 年齢及び資格要件 

①一般事務（正規職員の公務員経験者対象） 

 ・昭和６１年４月２日以降に生まれた者で、正規職員の公務員での実務経験（会計年度

任用職員、非常勤職員、任期付職員は除く）が３年以上 （休職等の期間を除く。）あ

る者 ※１ 

  

※１ 一般事務（正規職員の公務員経験者対象）の留意事項 

  ア 同一の自治体等で、休憩時間を除き週３０時間以上の勤務が１年以上継続して就業

していた期間が該当します（育児休業、休職等で休んでいた期間は含みません。ただ

し、産前産後休暇期間は含みます。）。 

  イ １年以上継続した複数の職歴がある場合、職歴の合計年数を算出する際は、３０日

を１ヵ月として計算してください。 

 ウ 最終合格発表後に職歴証明書を提出する必要があります。職歴について証明でき

なかった場合は、合格を取り消します。 

 

②一般事務（民間企業など経験者対象） 

  ・昭和６１年４月２日以降に生まれた者で、民間企業や地方公共団体等における職務

経験が直近５年（令和３年６月１日から令和８年５月末日までの間）のうち、通算

３年以上（休職等の期間を除く。）の者 ※２ 

  

※２ 民間企業など経験者対象の留意事項 

  ア 同一の企業・団体等で、休憩時間を除き週３０時間以上の勤務が１年以上継続して

就業していた期間が該当します（育児休業、休職等で休んでいた期間は含みません。

ただし、産前産後休暇期間は含みます。）。 

  イ 該当する職務経験が複数ある場合は、通算することができますが、同一期間内に複

数の職務に従事していた場合には、いずれか一方のみの職務が対象となります。また、

学歴（通信、定時制を除く。）と重複する期間は含みません。 

  ウ １年以上継続した複数の職歴がある場合、職歴の合計年数を算出する際は、３０日

を１ヵ月として計算してください。 

  エ １年雇用の場合は、月末日まで雇用されていることを必ずご確認ください。 

  オ 最終合格発表後に職歴証明書を提出する必要があります。職歴について証明できな

区  分 職  種 採用予定数 勤務先及び職務内容 

一般職 

一般事務 

（公務員・民間企業など 

経験者対象） 

2 人程度 
町長部局又は教育委員会等に勤務し、一

般事務等に従事します。 
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かった場合は、合格を取り消します。 

   

※ 地方公務員法第１６条に定められている欠落条項に該当する人は、受験できません。 

 

三 受験手続 

１ 受付期間 

令和８年６月１０日（水）から令和８年７月１日（水）まで（土曜日、日曜日、祝

日を除く。受付時間は、午前８時３０分から午後５時まで。） 

 

２ 申込先 

和水町役場本庁総務課行政係（電話０９６８－８６－５７２０） 

所在地：熊本県玉名郡和水町江田３８８６番地（〒８６５－０１９２） 

 

３ 申込手続 

【持参・郵送で申込む場合】 

和水町発行の申込用紙に必要事項を記入して、受付期間内に前記申込先に持参又は

郵送してください。 

郵送する場合は、受験票の返信用として１１０円切手を貼った封筒（宛先、郵便番 

号を明記）を同封し、表に「和水町職員採用試験申込」と朱書した封筒に入れて必ず

簡易書留郵便にして送付してください。令和８年７月１日（水）までの消印のあるも

のに限り受け付けます。 

 

４ 申込用紙の請求 

【直接取りに行く場合】 

申込用紙は、和水町役場本庁総務課行政係と三加和支所地域振興課地域振興係に用

意しています。 

 

【郵送により請求する場合】 

郵送により請求する場合は、封筒の表に「和水町職員採用試験申込請求」と朱書し、

１８０円切手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封のうえ、和水町役場本庁総務課行

政係へ請求してください。 

 

【インターネットからダウンロードする場合】 

和水町のホームページ（https://www.town.nagomi.lg.jp/）にアクセスして、「職

員募集」メニューより申込書をダウンロードしてください。 

 

５ 受験票の交付 

【持参・郵送で申込む場合】 

申込者には、受験票を交付します。 

郵便による申込者には受験票を郵送しますが、令和８年７月８日（水）までに受験

票が届かないときは、和水町役場本庁総務課行政係に問い合わせてください。 

 



3 

 

四 試験の日時、会場及び合格発表 

試  験 日   時 試験地 試 験 場 合 格 発 表 

第一次試験 

令和 8年 

7月 19日（日） 

午前 9時 30分 

和水町 和水町役場本庁 

令和 8年 7月下旬、合格者のみに通

知するほか、和水町役場の掲示板及

び町ホームページにおいて合格者

の受験番号を開示します。 

第二次試験 
令和 8年 

8月中旬の予定 
和水町 

別途第一次試験の

合格者に通知する。 

令和 8年 8月下旬、合格者及び不合

格者に通知するほか、和水町役場の

掲示板及び町ホームページに合格

者の受験番号を開示します。 

（注）１ 第一次試験の際は、受験票と筆記用具（ＨＢの鉛筆・消しゴム等）を持参してくださ

い。なお、時計を持参する場合は、計時機能だけのものに限ります。また、携帯電話等を

時計として使用することはできません。 

２ 天災等により、試験の実施が困難であると判断した場合は試験日時を延期します。 

 

五 試験の内容 

１ 第一次試験 

職種 実施試験 出  題  内  容 

一般事務 

（公務員・民間

企業など経験

者対象） 

総合適性検査 
SPI-G による能力検査（言語的理解、数量的処理、

論理的思考等）及び性格検査 

 

（備考）１ 全て択一式による筆記試験とします。 

２ 一定の合格点に達しない者は、不合格となります。 

３ SPI による性格検査は第二次試験の参考資料として活用します。 

４ 天災等やむを得ない理由により試験日が延期となった場合には、一部の試験科目

を実施しない、又は変更することがあります。 

２ 第二次試験 

第一次試験合格者について次の試験を行います。 

実施試験 内     容 

人物試験 
人柄やコミュニケーション能力などについての集団討議

及び個別面接による試験 

（注）試験を中途で棄権した者は、不合格となります。 

   第二次試験の受験者数により個別面接のみに変更することがあります。 

 

六 合格から採用まで 

１ この試験の最終合格者は、試験職種ごとに作成された採用候補者名簿に登載され、

主に令和８年１０月１日以降の採用について、この名簿に登載された者の中から採用
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者を決定します。この名簿の有効期間は、原則として合格決定の日から１年間です。 

  なお、採用予定日は令和８年１０月１日とします。 

 

七 給与 

１ 初任給は、原則として次のとおりです。 

職 種 初任給（基準） 

一般事務 【高卒】   ２００，３００円 

  

正規職員の公務員経験者の初任給は、和水町初任給、昇格昇任等の基準に関する規

則に基づき経験年数と職員との均衡を考慮し決定します。 

 

※ このほか条例等の定めにより扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手

当等が、それぞれの条件に応じて支給されます。また、初任給基準と異なる学歴者

及び職歴を有する者については、別途初任給の調整（加算）を行います。 

    

八 試験についての問い合わせ先 

和水町役場本庁総務課行政係(電話：０９６８－８６－５７２０) 

熊本県玉名郡和水町江田３８８６番地（〒８６５－０１９２） 

 


